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令和７年度第３回自転車の活用推進に向けた有識者会議 議事録 

 

日時：令和７年１２月１７日１０：００～１２：００           

場所：中央合同庁舎第２号館 高層棟地下１階 国土交通省第２会議室Ａ・Ｂ 

 

 

１．開会 

事務局  ：ただいまから令和７年度第３回自転車の活用推進に向けた有識者会議を開催さ

せていただきます。本日は大変お忙しい中、ご参加くださり、誠にありがとう

ございます。本日、司会を務めさせていただきます国土交通省道路局の原田で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日の会議ですが、楠田委員におかれましてはオンライン出席、それから、久

野委員、高橋委員、畑中委員、矢ケ崎委員については欠席となっております。 

また、本日の会議は机上に置いておりますタブレットによりペーパーレスで行

い、計画の素案については、少しページ数が多いのでペーパーでもお配りをさ

せていただいております。機器の不具合などがございましたら事務局までお知

らせください。 

それでは、会議の開催にあたりまして、自転車活用推進本部事務局長、道路局

長の沓掛よりご挨拶を申し上げます。 

沓掛局長 ：皆さん、おはようございます。ただいまご紹介いただきました事務局長を務め

ております道路局長の沓掛です。もう１２月も半ばを過ぎたという忙しい時期

に、屋井委員長をはじめ、委員の皆様にご出席いただきまして本当にありがと

うございます。 

昨日、参議院のほうで今年度最初の補正予算が成立をいたしました。１８.３兆

という規模ばかり報道されておりますが、中身を見ると、国土強靭化の予算が

あり、あるいは生産性を向上させる、あるいは被災地の復旧・復興、そういった

予算も沢山盛り込まれております。そうした被災地の復旧、特に石川県などは

復興の中で自転車を活用してしっかりと地域経済を支えていこうと。あるいは

その他の地域においても観光の目玉にしていこうという地域が沢山あります。

そうした地域にとっては、次期自転車活用推進計画は非常に期待していると思

っております。 

前回１０月の会議のときは骨子案を示させていただきまして、皆様から沢山意

見をいただきました。ビジョンであったり、あるいは施策であったり、指標で

あったりということについて沢山意見をいただいたところであります。それら

を今回、ビジョンについてはブラッシュアップをし、指標については拡充をし、

そして施策等についても色々再整理等をしながら今回素案の文章をまとめさせ

ていただいたところです。この素案の文章をまとめるにあたりましては、関係

団体であったり、あるいは自治体の皆様であったり、あるいは議連の皆様であ

ったり、多様な皆様から沢山の意見をいただいて、それをほぼ受け止めるよう

な形で整理をしております。これをまとめるにあたっては、今日ご出席いただ

いております関係省庁の皆様にも非常にご尽力をいただきまして、そういった

ものがうまく入ってくるような色々な工夫もしていただいたところです。 

今日はその素案を皆様にご説明させていただきまして、忌憚のないご意見をい

ただいて、更にこれをブラッシュアップして来年パブリックコメントにかけて
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いきたい。そして来年度に向けて新しい自転車活用推進計画を作成していきた

いと思っております。限られた時間ではありますが、ぜひ忌憚のないご意見を

いただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  ：ありがとうございました。沓掛局長におかれましては、公務のために途中退席

とさせていただく予定でございます。 

続きまして、屋井委員長より一言ご挨拶をお願いいたします。 

屋井委員長：委員の皆様、年末の大変お忙しい中、ありがとうございます。今、沓掛局長から

話がありましたように、今回のタイミングは、議員連盟をはじめ、関係団体、あ

るいは関係省庁、多くの方のご意見を踏まえて、受け止めながら作られた素案

という、ここが非常に重要なことだと思います。 

言うまでもなく自転車は国民の生活に一番身近な交通機関、乗り物であります

し、地域の期待も大きい。そういうことでありますので、第３次ということで

あって、こういう言い方はあまりよくないのですが、車道が原則ということで

自転車政策が始まった当時、アメリカをはじめ、色々な国に自転車政策が追い

抜かれていくという、そういう時期がありましたが、今はどんどん離されてい

くという、そういう状況にもありまして、まちの中の自転車の環境整備をする

ということにいまだにどうもうまい答えも見つからないまま一生懸命やってい

る状況であります。けれども、欧米、特にヨーロッパの方では自転車の高規格

道路、高速道路が常識になって、その整備を進め、脱炭素に貢献する。自動車か

らアクティブモードに転換できるような環境整備、これが各国でどんどん進め

られている。こんな状況にもなっています。 

我々の見るべきところは、まちなかがあるわけですが、あるいはナショナルサ

イクルルートのような観光にもツーリズムにも貢献するような、そういう環境

もあるし、また一方で、脱炭素みたいなものも大きなテーマであり、それもし

っかりと受け止められる交通手段の１つが自転車であるという、こういう視点

も非常に大きなポイントで、このあたりも重要な視点であるかなと思っており

ます。 

今日は様々なご意見を受け止めた素案ということでありますが、改めて忌憚の

ないご意見をいただきながら、ぜひ第３次計画としてより優れたものになって

いくことを期待したいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

事務局  ：ありがとうございました。それでは、報道の方におかれましては、これ以降の

カメラの撮影等はご遠慮いただくようよろしくお願いいたします。 

沓掛局長は公務のため、こちらで退出をされます。 

また、各委員のご紹介につきましては、配席図等をもって代えさせていただき

ます。 

ここからの議事進行については屋井委員長にお願いしたいと思います。屋井委

員長、よろしくお願いいたします。 

 

２．議事 

屋井委員長：それでは、早速、お手元のタブレットの議事次第がございますが、議事（１）第

３次自転車活用推進計画（素案）ということで、まずこの説明をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

事務局  ：おはようございます。自転車活用推進本部事務局次長の土田と申します。私の

方から、先ほど局長からもお話がありましたとおり、前回、骨子案をお示しさ
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せていただきました。そのときにいただいた意見を参考資料１で振り返りとし

てまとめているところですが、委員の先生方からのご意見もいただきましたし、

この間、参考資料２にありますように、我々が事務局を務めている自転車活用

推進官民連携協議会というものがございます。２２団体加盟していただいてい

るものになりますが、こちらに対して骨子案に関するご意見を伺う機会を設け

ましたのと、自転車活用推進議員連盟、更には自転車を活用したまちづくりを

推進する全国市区町村長の会（首長の会）等々の皆様から色々なご意見をいた

だけたところです。こうした意見を踏まえまして骨子案を文章化したものを本

日お示ししております。 

本体自体は資料１－２というところで、冊子をお配り、あるいは表示をさせて

いただきたいと思います。 

中身自体、結構多めですが、今日はこの文章化された素案がメインのご意見を

いただきたいものになりますので、少し多めにお時間をいただきまして、私の

ほうからご説明を申し上げたいと思います。ですので、文章のほうをメインで

ご覧いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

まずは表紙をめくっていただいて目次、立てつけの方からご説明します。 

まず総論というところで、なぜこの計画を作っているのか、計画期間をどうす

るのかというところ。その次にビジョンを持ってきました。前回の意見の中で、

ビジョンをなるべく前に持ってきた方がというご意見もありましたので、総論

の次に位置づけているところでございます。その上で、現状と課題を整理させ

ていただいておりまして、４ポツということで、施策であるとか、目標、指標を

整理した上で、講ずべき措置ということで別表に位置づけているものでありま

す。また６ポツということで、全体を通して総合的、計画的に推進するための

事項ということで網羅しているところです。 

まず１ページ目、何でこの計画を作っているのかというところを説明している

ものでありまして、自転車は、というところから始まって、自転車のそもそも

の基本的な特性をご紹介した上で、法律を紐解きながら説明をさせていただい

ているところです。 

２ページ目ですが、７行目以降のところで、自治体向けの表現を入れておりま

して、自治体については地域の実情に応じて計画を定めるようにしてほしいと

いうところをお伝えさせていただいております。 

計画期間ということで、３ページの最後のところですが、５年間ということで、

令和１２年、２０３０年度までにしたいですということで書いております。 

４ページ目、ビジョンをその次のタイミングで持ってきております。ここにつ

いては、前回、前々回、多めにご議論いただいておりますので、お読みいただけ

ればと思いますが、前回のご意見を踏まえて、最初の冒頭の表現、「誰にとって

も活用できる環境」というのが少しミスリードな部分もございましたので、そ

こを修正させていただいているところですとか、あるいは５ページ目の１５行

目の段落のところで、通勤・通学、こうした事例を少し具体的に追加している

ところです。 

また、指標については、以降の施策のところでも、目標のところでもそうです

が、現行の計画ですと別表の中に指標を位置づけておりますが、この３次計画

からはそれぞれの本文の中に位置づけたいと思っておりまして、まずビジョン

を測る指標として、このビジョンの表現の中に指標も合わせて設定するという
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ことで３つ位置づけているところです。 

また、その指標の説明については、脚注という形で下のほうに詳細を記載して

いるという整理にさせていただいているところです。 

７ページ目以降は現状と課題でございます。まず３ポツの前文のところにおき

まして、様々な車両が出てきているというご意見がありました。この計画は自

転車活用法に基づく自転車のための計画という位置づけですので、色々なモビ

リティが出てきている中で、自転車の役割をむしろ明確化して、その役割を最

大限発揮できる環境を作っていくのが大事だというところを１１行目あたりで

書いております。 

また、２０行目以降におきまして、今回５つの目標に整理させていただきたい

と思っておりますので、その５つの分野から現状と課題を整理しますというこ

とで書かせていただいております。 

まず利用環境というところですが、前回ご意見の中で、利用環境、移動環境と

いうのが少しわかりにくいかもしれないというご意見をいただきました。こち

らについては、文章でも脚注で定義を示させていただいている上に、イメージ

を持っていただきやすくするために参考資料でもお付けしているところですの

で、合わせてご覧いただければと思います。 

まず利用環境というところで、こちらについては自転車通行空間をはじめとす

る走行空間、更には駐輪場を含めた自転車の利用全般に係る環境ということで

整理をさせていただいております。それぞれ段落ごとに現状、課題を整理して

いるところでして、例えば１段落目では自転車の活用計画はより多くの自治体

で策定されることが大事だというところをお示ししていますのと、８ページに

ついては、１７行目あたりで、様々な自転車通行空間に関するデータとか現状

を整理した上で、自転車通行空間の安全性・快適性の向上が課題だと整理して

おります。 

また、１９行目以降の段落では、ネットワーク計画をきちんと、より多くの団

体に作っていただきましょうということを書いているところです。 

９ページの３行目以降のところでは、特に高規格の自転車の走行環境というこ

とで、例えば欧州では中長距離の自転車移動を支えるスーパーサイクルハイウ

ェイのような規格の高い自転車の環境が整備されておりますが、我が国におい

てもそうした高度化に向けて適用可能性を検討ということで書かせていただい

ております。 

９行目以降は駐輪場の関係です。引き続き放置自転車は減少しているものの、

存在しているということ、一方で駐輪場の減少に直面している地域もあるとい

うところのご紹介をしつつ、一方で色々な自転車も出てきているので、多様な

駐輪ニーズに応じた環境の整備が大事ということを触れているところです。 

２０行目以降は、安全・安心ということであります。２６行目に書かせていた

だいているように、まず道路利用者全体の安全意識の醸成が課題ではないかと

いうことで触れさせていただいておりますのと、１０ページの１段落目であり

ますが、青切符の導入に触れさせていただき、これによって自転車の安全利用

の促進の期待、更には自転車の通行空間への関心も高まるだろうということで

書いております。 

７行目以降につきましては、中高生の関係を主に記載をしておりまして、学校

における交通安全の教育が大事、通学路の安全性の向上も大事ということで触
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れておりますのと、高齢者に対しても所要の対応が必要ということで書いてお

ります。 

１４行目のところは技術の関係でして、色々な技術が出てきているので、技術

の積極的な取り込みも大事ということで触れております。 

１８行目以降はヘルメットの関係で、ヘルメットの着用を促すことが必要、 

２３行目のところは、保険の関係でございまして、保険の加入は引き続き推進

ということにしております。 

１１ページ目ですが、様々な方からご指摘いただいている中で、自転車に乗れ

る子どもが少なくなっているというところで触れさせていただいており、安全

に自転車に乗れる環境の創出を公道、公園の活用によって進めたいということ

を書いております。 

８行目は外国人の運転者の関係、ペダル付き電動バイクの関係に触れておりま

すのと、１１行目のところについては、先ほど局長のほうからもありましたが、

災害時における活用も含めて触れているところです。 

１６行目以降は地域の移動環境というところでございまして、移動環境自体は

鉄道とかバス、タクシー、あるいは様々な地域における送迎の手段に加えて、

徒歩、自転車、アクティブモビリティと言われている地域の移動手段全般を指

した表現にしております。まず１段落目で書いておりますのは交通空白の解消

が課題だということで、その課題に自転車としても貢献したいという思いを書

いているところであり、地域の移動を支える手段として自転車の役割を拡大し

たいということを書いております。 

また、サイクルトレインについても触れておりまして、サイクルトレインを含

めた公共交通機関との連携については１２ページの１行目に書いたように、日

常利用、観光、それぞれ両面で活用されることが大事だということで触れてお

ります。 

３行目については、自転車保有台数の関係に触れている中で、電動アシスト自

転車の性能が伸びているというところを触れているところです。 

９行目のところはシェアサイクルの関係でして、導入が進んできているところ

でありますので、より多くの地域に幅広い層で利用いただくことが必要だとい

うことにしております。 

３つ目、健康増進・脱炭素、最初は健康増進の関係でありまして、運動習慣者の

割合を増やすという観点で健康寿命の延伸であるとか、こういった課題を踏ま

えて、１３ページの５行目のところになりますが、手軽に運動できる自転車を

活かして自然と体を動かせる環境づくりにしていきましょうというところ。あ

るいは、身近で運動やスポーツの楽しさ、喜びを味わうことができる環境づく

り、こういったものに触れているところです。 

また、８行目以降は自転車通勤ということで、メンタルヘルスにも触れつつ、

更なる普及促進ということで書いております。 

１４行目以降が脱炭素でございまして、まず地球温暖化対策は喫緊の課題です

と。道路分野でも脱炭素の推進を制度的な手当ても含めて今やっているところ

ですと触れた上で、１４ページ目になりますが、短中距離の自家用車利用を自

転車利用に転換することが必要と書いております。 

５つ目、観光の関係です。オーバーツーリズムを課題として記載した上で、更

なる地方誘客の推進が必要だというところに触れておりますのと、魅力的な観
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光コンテンツの整備が大事、自転車を含めた移動手段の確保・充実が重要とい

うことにしてございまして、サイクルツーリズムについては、受け入れ環境の

整備、更には情報発信といったように、世界に誇るサイクリング環境の整備が

大事だということで２４行目あたりに書いておりますのと、２６行目にはマウ

ンテンバイクによって自然を楽しむことも新しい観光資源ということで触れさ

せていただいております。 

１５行目については、サイクルスポーツ、イベントの関係でありまして、これ

らを通じて交流人口の増加、地域の活性化につなげたいということを書いてお

ります。 

６行目以降は Velo-cityの関係を書いてございまして、２０２７年に愛媛で開催

される予定であり、こうした国際会議等を通じて文化、技術、取組を世界に発

信するということで書かせていただいているところです。 

以上が現状と課題でございます。 

１６ページ目でありますが、ビジョンの実現、更には現状と課題を踏まえて５

つの目標を立てるということで１６ページ目に書いております。 

また、それぞれの目標を達成するために施策を定めるというところ。更にはそ

の進捗を確認するための指標を設定するというところを１７行目以降に書いた

上で、１７ページ目以降は５つの目標ごとにどういうことをするのか、そして

その目標を達成するための指標をどのように設定するのかということを書いて

いるところです。 

１７ページ目が目標１でございまして、全体の構成ですが、まず１段落目に目

標ごとに目指す姿の説明文を書いておりまして、２段落目以降は施策、措置を

踏まえて、その概要がわかるように少しずつ説明を加えているという立てつけ

にしております。目標１ですと、安全で快適な走行環境等の整備で良好な自転

車利用環境を実現したいということであり、自転車の活用を推進していく上で

の基盤となる自転車の通行空間、更には駐輪場をはじめとして良好な自転車利

用環境の実現を目指すというところを１段落目で書いております。 

２段落目以降は、それぞれ施策・措置の概要の説明がありまして、９行目のと

ころは自治体による自転車活用推進計画が大事だというところで、様々な措置

をやっていきますというところ。１４行目は自転車ネットワークの整備のため

にガイドラインの改定ですとか、停車抑制対策を進めていきましょうというと

ころ。２４行目は更なる自転車利用の促進に向けて駐輪の関係を書いておりま

すのと、情報通信技術の活用も進めましょうということを書いております。 

１８ページ目におきましては、生活道路であるとか無電柱化、そういった他の

施策と組み合わせて総合的な取組を実施しますということを書かせていただい

ているところです。 

その上で、５行目以降ですが、この目標を達成するために実施する施策につい

て、関係省庁の皆様と議論を重ねながら整理をさせていただいたものを目標ご

とに、ここに記載をさせていただいているところであり、更にその下に、２２

行目のところはそれらを測る指標をそれぞれ設定させていただいているところ

です。 

１９ページ目、目標２ですが、まず１段落目ですけれども、安全な走行環境と

合わせて、交通ルールを理解し、尊重し合う安全で安心な交通環境の創出を目

指したいということで書いておりまして、９行目のところは道路利用者全体の
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安全意識の醸成が大事として、車の運転者に対する教育であるとか、小売業者

に対する働きかけを書かせていただいております。 

１５行目のところは教育の関係でして、学校等の主体によって教育を充実させ

るという観点で、ライフステージに応じた安全教育ですとか、教育を行う指導

者への研修等について書かせていただいております。 

２３行目、自転車通学を安全なものにするという観点で、関係する取組をパッ

ケージで進めますということを書いております。 

２６行目、指導・取り締まり等の関係を書いておりますのと、２８行目以降は

日常の点検の観点に触れているところです。 

２０ページ、１行目は、情報通信技術の活用について書かせていただいており

ます。 

４行目については、安全に自転車に乗れる環境について書かせていただいてい

るのと、６行目は災害の関係、更には８行目のところで保険の関係を書かせて

いただいているところです。 

そして、２０ページの１２行目、実施すべき施策はこのとおりでありまして、

また指標は２１ページにあるとおりでございます。 

目標３でございます。まずもって交通空白の解消が課題となっているので、こ

の課題に対して自転車の役割を拡大し、良好な地域の移動環境の形成に寄与し

たいというところで１段落目に書いております。 

７行目のところについては、そういった地域の移動課題に貢献できるように、

地域の交通計画、まちづくり、こういった他の計画に自転車交通をきちんと位

置づけていただくような取組を進める。あるいはそれを実現する１つの施策と

して、地域の拠点を活用して交通と自転車の連携の具体的な取組を推進する、

こういったところにも触れておりますのと、シェアサイクルの普及に関して、

様々な措置を位置づけておりますので、その関係を書いております。 

また、日常の移動手段という観点で、サイクルトレインとサイクルバス、サイ

クルシップがありますが、こちらを促進するために施策を講じますということ

を書いております。 

１９行目以降については、目標１、目標２のそれぞれの施策に加えて、自転車

通勤を引き続き促進するための施策をやりましょうということを書いておりま

す。 

２４行目は高齢者、子育て世帯にも使っていただけるような形の環境を整える

という観点で、電動アシストの関係の施策を書かせていただいているところで

す。 

２３ページ目は施策、指標をこのとおり整理しているところです。 

２４ページ、目標４ですが、まず日常生活の移動手段として自転車を利用して

自然と体を動かすということ、更には運動、スポーツとして自転車を取り入れ

る、こうしたことを通じて心身の健全な発達、国民の健康寿命の延伸に寄与し

たいということで書かせていただいています。 

２段落目、環境の観点で、短中距離の自家用車を自転車に移動転換を図ること

でカーボンニュートラルに貢献するということで書いております。 

１１行目については、国民の健康に関する理解の底上げ、自転車を利用した健

康づくりを促進する関係の施策を書いております。 

１６行目以降は環境の観点で、環境負荷の軽減を図るために色々な連携である
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とか、公共用地の活用を書いておりますのと、自転車自体の環境負荷を低減す

るという観点でリユースの関係ですとか、ライフサイクルコストの関係の施策

を書いております。 

また、この環境の観点でもシェアサイクルの普及とか、自転車通勤への促進も

やるというところで整理をさせていただいており、２４ページの下から２５ペ

ージにかけて、施策、指標を整理させていただいております。特に２５ページ

目にある指標で、運動・スポーツの関係、前回様々なご指摘をいただきました。

少し事務局のほうで整理をさせていただき、似通ったように見える指標につい

ては「サイクリングを通じた運動・スポーツの機会創出」ということでカテゴ

リーを設けさせていただき、運動習慣につながるように、上から下にすそ野が

だんだん絞られていく、運動習慣が高まっていくような整理で３つそれぞれ整

理をさせていただいているところです。 

２７ページ目の目標５は、観光の観点でございます。サイクルツーリズムを引

き続き推進するというところ、これに合わせて、観光地の二次交通、地域内周

遊の手段としての自転車活用も推進するというところで、マーケットの形成を

はじめとする観光地域づくり、地域活性化を図るということで書かせていただ

いております。 

８行目以降の２段落目は、走行環境、受け入れ環境、情報発信、こうしたところ

を通じてサイクリング環境の創出をしていく。 

１３行目のところは、地域の移動手段確保の観点で自転車の活用を図る。こう

した仕事を書かせていただいております。 

１７行目、サイクルスポーツ、サイクルイベント、これが地域の活性化につな

がるように様々な施策に取り組むということを書いておりますのと、２０行目、

加えてのところで、国際会議、国際的な大会誘致を推進して、文化、技術、取

組、この世界の発信を進めるということで書いております。 

それに基づく施策、指標は２８ページまでに書かせていただいているとおりで

す。 

２９ページ目ですが、今申し上げた目標、施策に基づいて、別紙に措置という

形で個別の具体的な仕事を関係する省庁等の皆様と議論をしながら定めている

ところです。これは骨子のときにもお示しをしているところですので詳細な説

明は割愛いたしますが、ご覧いただければと思います。 

３０ページ目については、こちらは総合的かつ計画的に推進ということで、関

係者の連携協力を引き続き行っていこう、計画のフォローアップ、指標を使い

ながらやりましょう、調査研究をやりましょう、財政上の措置も講じましょう

ということで書かせていただいております。 

では、以上を踏まえて、外観だけもう１回ご覧いただければと思います。タブ

レットに戻っていただきまして、資料１－１の１ページ目、枠が沢山あるかと

思います。以上を踏まえて、こんな構成ですというのを復習がてらになります

が、ビジョンがあり、５つの目標があり、施策があり、措置があると。施策につ

いては、現行２２の施策が３１になっておりますのと、措置については現行９

４が１２０になっております。指標については、８ページ目をご覧いただけれ

ばと思いますが、現行の指標が８だったのが１９ということでだいぶ各省庁等

の皆様にもご協力いただいて充実をさせることができたかなと思っているとこ

ろです。 



 

9 

以上、長くお時間をいただきましたが、文章化した素案をご説明させていただ

きました。ご意見を賜れればと思います。よろしくお願いいたします。 

屋井委員長：ご説明ありがとうございました。それでは、早速でありますが、ただいまご説

明いただきました資料と、タブレット上の資料もありますが、これに関してご

意見、ご質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

高井委員 ：ブリヂストンサイクルの高井と申します。弊社は年間１００回以上、全国の都

道府県や自治体から相談を受け、講習会や勉強会を様々な形で実施しています。

その経験上で言いますと、今回の計画は全国の困り事や相談事については、ほ

ぼ網羅されているのではないかと感じています。「これが抜けている」というも

のはほとんど見当たらず、様々な意見が計画に反映されている印象です。 

そうなると、次の課題は「この計画をどのように実行していくか」という点に

なると思います。現状では、計画はあるものの、具体的な進め方が分からない

という相談が非常に多いです。そこで、他の成功事例を共有する場が、今後定

期的に開催されると良いのではないかと考えます。計画を実行し、その成功事

例を共有することで、各自治体が互いに参考にし合える機会が生まれると思い

ます。以上です。 

屋井委員長：貴重なサジェスチョンをありがとうございます。いくつかいただいてから事務

局からレスポンスいただくようにしたいと思います。いかがでしょうか。楠田

委員が今日は WEB 参加ということですが、手が挙がっていますか。よろしく

お願いいたします。 

楠田委員 ：おはようございます。本日は WEB 参加で失礼いたします。私も網羅されて、

大変よい計画になっているなと感じています。 

また、通学自転車の件もしっかりわかりやすく、目につくような形で表現して

いただいて誠にありがとうございます。 

２つ気づいたことがありましたので申し上げます。１つは、通学の件ですが、

今３７ページの９のところで通学路のところを上げてくださっているのですが、

交通安全教育と道路のことが書いてあって、加えていただきたいことが１つあ

りまして、通学自転車のアップデートです。通学環境に合った自転車選びとい

うことを入れていただけないかと思っております。 

例えば電アシの活用などです。なぜかというと、今本文のほうにも書いてあっ

たように、通学距離が延びていて、また地方のほうでは送迎時刻と言われたり

するように、父兄の皆様、またおじいちゃんおばあちゃんが子どもさんを送迎

しないといけない状況が昔より増えていると思っています。それは学校の統廃

合もありますし、色々なものが便利になってきていて、通学がしんどいとか、

通学路が怖いということもあったりするので、もっと自転車の良いものが出て

きているので、昔の自転車をずっと乗り続けられていて、この自転車だとしん

どいなというような自転車ではなくて、電アシであったり、道路に凹凸があれ

ばそれに対応できるようなタイヤのものを使用するとか、明るさが十分ある自

転車とか、そういった自転車をアップデートして、安全であったり快適性を担

保するような形で、教育、道路、自転車ということをセットで考えていってい

ただけたらなと思っております。 

もう１点ですが、これは書かれるかどうかはお任せするのですが、自動運転に

ついて今一生懸命取材しているところで、先日、小松市に自動運転バスに乗り

に行くと、定時運行されていて、市民の方も違和感なく自動運転を受け入れら
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れている状況に驚きました。そうすると、そこに自転車をどうするかという問

題も入ってくるかと思うので、どういう対応をしていくかみたいな例示をそろ

そろ整理して書いていかれたほうが良いのかなと感じた次第です。以上でござ

います。ありがとうございます。 

屋井委員長：ありがとうございました。どのまちに行かれたと仰いましたか。 

楠田委員 ：石川県の小松市です。小松空港と小松駅を結ぶ４.４ｋｍを走っていました。 

屋井委員長：ありがとうございます。 

それでは、続けてご意見をいただいてから回答をお願いします。他はいかがで

しょうか。 

久保田委員：久保田です。私も非常によくできたと思って、ほとんど言うことがありません。

言うことがないということを今言おうと思って発言したのですが、１カ所だけ

気になったところがあって、１１ページの１０行目に「電動アシスト自転車と

称するペダル付き電動バイクが販売・利用される事案」ということですが、ペ

ダル付き電動バイクを全否定しているみたいに見えてしまうのですが、ペダル

付き電動バイクだってちゃんと乗ればちゃんとした乗り物なわけだから、これ

は逆にしたらよくないですか。「ペダル付き電動バイクを電動アシスト自転車と

称して販売・利用」、そのほうが正確な表現になるだろうと思いました。以上で

す。 

屋井委員長：ありがとうございました。一旦このあたりでやりますか。全員の意見が出てし

まうとそれで終わってしまうから。 

事務局  ：ありがとうございます。まず、高井委員から実行が大事、まさに仰るとおりだ

と思っています。たしか前回、参考資料でお示ししたと思いますが、他の計画

では、計画を作った後、わかりやすい資料も作って、それを周知する活動も行

っておりました。まずは新しい計画を知っていただくことが大事だと思ってい

るので、そうした事例も参考にしながら、３次計画ができた暁には、その内容

を全国の皆様にわかっていただけるような仕事もしないといけないなと思って

いるところです。 

実行のところで、３次計画を踏まえて様々な施策を実行していただくという場

面において、成功事例の共有というのもございました。これは色々な場面を通

じて、我々のチャンネルもそうですし、あるいは民間の方々が集まった色々な

会議、更に利用環境向上会議みたいな色々な会議もありますので、そういった

場で我々の方からも、あるいは民間の方にもお願いをしたりして、色々なチャ

ンネル、場面を通じて成功事例の共有を図って、自治体の皆様の後押しをして

いきたいと思っています。 

特に前回、前々回でもありましたが、自治体における自転車政策の優先順位が

下がっていたり、熱が下がっていたりというお声もありましたので、この３次

計画を機に改めて取り戻す、優先順位を上げていただくような働きも我々の方

でもしっかりとやりたいと思っているところであります。ありがとうございま

す。 

楠田委員から自転車のアップデートということでいただいております。私の理

解ですと、いわゆる昔ながらの自転車にずっと乗っていると通学の途中にある

坂道とか厳しい環境で自転車に乗ること自体が嫌になってしまう。そうならな

いように、せっかく最近良い自転車が出ている。電動アシストやギアの沢山つ

いた自転車が出ているから、そういったものに合わせて適切な自転車を選んで
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いただくことによって、自転車通学自体を苦行でないものにしたいという趣旨

かなと理解をしています。 

３７ページ、施策９の措置５番目、これは経済産業省とも相談しながら、消費

者に対して適切な自転車の購入のアドバイスやサポートを行うというところで、

まさに自転車の通学のパッケージの中に位置づけているところでありまして、

この中に体に合った自転車だけではなくて、仰っていただいたような利用目的

や用途、通学の環境、どんな目的で使うのかというところをきちんとアドバイ

ス等をもらいながら適切な自転車を購入しましょうという仕事も位置づけてい

るところでありますので、これを踏まえてできればなと思っておりますが、い

かがでしょうか。 

自動運転の関係がございました。私も小松の自動運転に乗りにいったことがあ

りますが、確かに日常に溶け込んで、営業運行されているものだったと理解し

ています。自動運転につきましては、まさに自転車のメーカー、あるいは車の

メーカーについても、今後の自動運転の社会が到来することを踏まえると、事

故ゼロを目指すためには自転車との事故を防ぐのが大事になってくるというこ

とで、自動運転社会における自転車事故の削減にはかなり問題意識が向いてい

るかなと私も感じているところです。そのために情報通信技術の活用を講じな

がら、メーカーが取り組んでいるのを受けて今施策や措置に書かせていただい

ているところですので、自動運転について盛り込むかどうかは少し事務局のほ

うで勉強させていただければと思います。問題意識自体は取り込んで仕事とし

ても位置づけているというところでご理解いただければと思います。 

久保田先生、ありがとうございます。１１ページ、９行目のところ、逆にしたら

ということで、こちら、よろしければ警察庁にフォローいただければと思って

おります。よろしくお願いします。 

屋井委員長：では、お願いします。 

警察庁  ：警察庁でございます。久保田先生、ご指摘ありがとうございました。我々とい

たしましても、ペダル付き電動バイクを一般原動機付自転車や自動車として交

通ルールを守って走行するということまでを否定するように見受けられるとい

うご指摘でございましたので、先生のご指摘のとおり、「ペダル付き電動バイク

を電動アシスト自転車と称して販売・利用する事案が発生等」とした方が適切

かと存じますので、そのようにお願いできればと思います。よろしくお願いい

たします。 

屋井委員長：ありがとうございました。いかがでしょうか。楠田委員、高井委員、久保田委

員、よろしいですか。楠田委員、いかがですか。手が挙がっていますか。 

楠田委員 ：通学自転車のアップデートの件ですが、ご検討ありがとうございます。実情を

お伝えすると、個人の方にお伝えして、こんな自転車があるよというふうに乗

りたいと思われる方も沢山いらっしゃると思うのです。でも、乗れない事情が

沢山ありまして、何故かというと、学校の方でルールが決まっているとか、ル

ールは決まっていないし、校則でもないのだけれど何か乗れないような雰囲気

みたいなものがありまして、そう決まっているからみたいな。でも、積極的に

乗って使っていこうとか、それを行政のほうが補助金をつけるなど、学校の統

廃合のときに自転車を使っていきますよという発想でやっていかないと、個人

が乗りたいという状況でも乗れないということだけご理解いただいて、ご検討

いただければと思っております。 
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屋井委員長：ありがとうございました。いかがですか。どこかに書き込めるところがあれば。 

事務局  ：そうですね。学校のルールの現状とか、もう少し事務局のほうでも勉強させて

いただきまして、前段の方で触れさせていただくなど、対応を検討させていた

だきたいと思います。ありがとうございます。 

屋井委員長：先ほど楠田委員が発言したときに、後ろのほうの措置だったか、どこかのペー

ジを指していて、それが僕は見つからなかったのですが。 

事務局  ：３７ページ、施策９の措置⑤です。BAAアドバイザーです。 

屋井委員長：どこか通学との関係で書ける場所があると良いかもしれないですね。ありがと

うございます。検討していただくということであります。他はいかがでしょう

か。 

入谷委員 ：先ほど高井委員から優秀な事例について皆さんに紹介するような場を作るとい

うお話がありましたが、私もこういった計画を実行していくためには、そうい

うものを引っ張っていただくような方々の意識を高めるということが極めて重

要だと思いまして、例えば計画のフォローアップと見直しが６．のところに書

いてありますが、そのあたりで優秀な事例などを見つけて、そういう企業や地

域を紹介するとか、場合によっては検証していくとか、どういう形の検証が可

能なのかわかりませんが、そういったことも考えられたら良いのではないか。

良い施策をやっている人を紹介して、うちの地域でもやりたいという意識を高

めていくことが必要ではないかと感じたところです。以上です。 

屋井委員長：ありがとうございます。続けてどなたかありますか。では、今の件で回答をお

願いできますか。 

事務局  ：ありがとうございます。重ねてとなるかもしれませんが、色々な場面を通じて

事例の紹介を行って、特に自治体は横並びの意識が意外と強くて、この自治体

で良いことをやっているぞというのを発信すると、私のところでもと思ってい

ただけるところも多いと思いますので、そうした意識を刺激することも意識し

つつ、我々としても事例の発掘をして、それをわかりやすく伝えるという仕事

もしたいと思っております。 

例えば自転車通勤とか個別の施策ですと私どもの方で大臣表彰制度を設けてお

りますし、そうした取組も組み合わせながら、なるべく色々な施策を引っ張っ

ていただく方の意識が高まるように国としても取り組んでいきたいと思います。

ありがとうございます。 

屋井委員長：ありがとうございます。今の表彰制度の話で、もともと表彰対象に自治体が入

っていなかったわけではないのですが、あまり明確になっていないということ

と、おそらく推薦するときに他自治体を推薦するみたいなことになったりする

ので、過去にあまり自治体が表彰制度で推薦されたことがありませんでした。

今のご意見をお聞きしていて、推薦を待たずに、これは良い取組だ、横展開し

てほしいというのを、自転車活用推進本部事務局長の権限で選定・表彰する。

まずは大臣表彰でなくても良いかもしれないし、何らかの仕組みでスポットラ

イトを当てていただいて表彰していただく方が良いのかなと思います。今年や

ってみて、あまり推薦が上がってこなかった感じもするし、そのあたり全体を

見渡している自転車活用推進本部だからこそできることかもしれませんので、

ぜひ検討していただくと良いかなと思います。 

事務局  ：承知いたしました。 

屋井委員長：他はいかがでしょうか。 
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高井委員 ：私も様々な会議で多くの事例を聞く機会がありますが、それらは会議室や資料

上での情報にとどまっています。成功事例について、実際に現場を訪れ、そこ

で皆で考える機会が持てると、より効果的ではないかと思います。現場ごとで

の検討が、年１回でも実施できれば、さらに良いのではないかと感じています。 

屋井委員長：もう少し解説をいただきますと、現場でというのは誰が現場に行かなければい

けないと仰ったのですか。 

高井委員 ：例えば、私たち自身、ここにいるメンバーも含めて、第３次計画を推進するに

あたり、非常に良い事例があった場合には、現場に赴き、その内容をしっかり

理解する機会があっても良いのではないかと考えます。 

屋井委員長：非常に重要なご指摘だと思います。今回もまだ遅くない。まだ終わっていない

からやりましょうよ。ぜひやりましょう。それから、次期計画が更新されると

きには、そういうことはぜひ組み込んでいった方が良いと思います。それをま

た共有するとか。 

この会議ではやっていないですが、委員が全員同じところに行くというのはな

かなか難しい場合もあるため、手分けしながらでも良いし、そういうことはぜ

ひね。それぞれがやっておられることではあるのですが、それを共有する場が

あまりないと思いますので、ぜひ現場をペーパーで知るだけではないというこ

とが一番重要だと思います。お願いしたいと思います。 

他はいかがでしょうか。 

私も今の話に触発されて言うというわけでもないのですが、この内容自体は、

素晴らしい内容になってきましたので特段意見はないです。とても結構な内容

になったということだけなのですが、指標に関して、指標というのは本文の文

章とか施策、こういうことが一番重要になって、その実現が必要なのですが、

現場で何かを見せていくということ、我々が見に行くということとはちょっと

違うのですが、ある種現場があることによってその地域に住んでおられる方々

が見られるし、知ることができる。あるいは地域のメディアにもきちんと伝え

られる。そういうデモンストレーションに近いものを改めてやるタイミングな

のではないかと思っています。これは最初に始まった２００８年にデモンスト

レーションを当時全国９８カ所でやったというのがあるのですが、これは今か

ら２０年近く前です。走行環境などはフィジカルに見えますからね。安全教育

ももちろん見えるわけですが。 

そういうもので言うと、今回の例えば停車帯に占用されない安全に車道上で走

れる空間を各都道府県に１カ所ずつでもこの計画期間内に使っていただくとか。

あるいは自転車専用通行帯だけではなくて、自転車専用道があるわけですよね。

専用道というのはほとんど作れない、作られないという状況にもあるわけです

が、色々な柔軟な作り方が今議論されているところだし、今までの中途半端な

自歩道みたいなものとか、中途半端な長さの専用道みたいなものをもう少し使

いやすい形に広げていくとか。そういうことを各県で１カ所ずつやるとか。 

そういうのはデモンストレーションといえばデモンストレーションなのですが。

２０年ぐらい前に久保田先生などとスタートした走行環境の整備のときには、

自転車道はお金がかかるものだからどうしても短区間しか整備ができない。そ

うすると、２００m だけ自転車道があっても、そこに住んでおられる方々はそ

の前後が何も手当されていなかったら、そこだけ自転車道を走るということは

しないし、逆に「何でこんなところにこれだけ作ったのだろうか」と行政の施
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策に対してある種不信感を持つかもしれずマイナスになってしまう。だから、

もっと車道上でお金をかけずに、ネットワーク化が比較的早い時期に進むよう

な、そういう施策を展開しなければいけない。それが自転車専用通行帯という

考え方です。 

ただ、それすらもできていないという状況がある中で、そう考えると、専用道

もお金をかかりすぎるからという意味でちょっと躊躇した時期があったわけで

すが、改めて活用の仕方や整備の仕方を考えていき、まずはデモンストレーシ

ョン的に行う。その前後は必ずつながなければいけないけれど、それは専用通

行帯でつないでいくとか、場合によっては車道混在で一時的につないでいくと

か、そういうことでネットワーク化を図っているという姿を、利用者の皆さん

や市民の皆さんにきちんとお伝えしながら、その中でデモンストレーションと

して一部見える化をしていく。そういうことができると、とても良いタイミン

グだと思います。 

だからといって、指標にいきなり入るかどうかというのはわからないところで

もあるのですが、各都道府県に１カ所ぐらいなら、たかだか５０カ所未満なの

で、それを５年間でやりますみたいなことは、できないことはないなと。そう

いうこともぜひ検討いただければと思います。以上です。他に何かありますか。 

内藤委員 ：全体の計画が素晴らしくて、穴がないというか、あらゆる角度から検討されて

いると思いました。 

そういう中で、１点だけ、難しいとは思うのですが、特に私、スポーツとか健康

で言うと、男女によってずいぶん行動が違うのですね。例えばスポーツの参加

率とか、女性の特に３０代、４０代の実施率は非常に低くて、それが子どもの

ときからの運動、スポーツ経験のなさがそこにどんどんシフトしてきていて、

今後これが高齢期の女性の実施率が落ちていく可能性があるのですが、そうい

う面から見ると、全体を見て、計画では難しいかもしれないですが、あらゆる

世代という文言は入っているのですが、男女の違いを反映するような文言がど

こにもなくて、どこかに入れられないか。例えば５ページの「健康のインフラ

として機能させることを目指す」の前に「あらゆる世代で」という言葉が入っ

ていますので、その前に「男女を問わずあらゆる世代で」と入れることで、ビジ

ョンの中で女性・男性にかかわらないことを踏まえた形にならないかなと思っ

た次第です。可能な範囲でよろしくお願いします。 

屋井委員長：ありがとうございました。すぐに何か答えられますか。 

事務局  ：内藤委員、ありがとうございます。確かに男女の違いみたいなところに着目し

た表現ができていなかったところでありますので、委員ご指摘いただいた箇所

も含めて、あるいは１２ページ、１３ページに健康増進に関する現状と課題を

述べたところもありますので、このいずれかのどこかに男女に着目した表現を

入れられないか事務局の方で勉強させていただければと思います。ありがとう

ございます。 

屋井委員長：それはぜひ検討してください。よろしくお願いします。 

他はいかがでしょうか。委員のほうからは特にないですか。よろしいですか。

ありがとうございました。 

それでは、せっかくの機会ということもあるので、自転車活用推進本部の各省

庁等から、何か改めて期待することやコメントがあればいただければと思いま

す。会場参加から行きましょうか。警察庁から、いかがでしょうか。 
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警察庁  ：警察庁でございます。次期自転車活用推進計画が改定されるタイミングである

ということですが、来年の４月から交通反則通告制度が自転車にも適用される

こととなります。この契機に、次期計画案にも記載されておりますように、自

転車の交通安全教育の充実等によって交通ルールの遵守意識が高まっていく、

そういった１つの契機になるのではないかと考えているところです。 

前回までの会議において委員からご指摘をいただいておりました自転車の安全

利用というのは、安全教育によって利用者の安全意識を高めること、それから

指導取締りの実施、安全な自転車走行環境の整備、こうした３本柱をやってい

くことによって、総合的な自転車の安全利用が図られていくものだと思ってお

り、こうしたものは警察活動のみならず、様々な関係機関との連携が非常に重

要だと考えているところですので、この計画の場でご一緒させていただいてい

る関係機関の皆様と引き続き連携をしながら自転車の安全で安心な交通環境の

創出を目指したいと考えております。 

屋井委員長：ありがとうございました。警察庁交通規制課から、何かありますか。 

警察庁  ：交通規制課でございます。先ほど当局の交通企画課からも申し上げましたが、

自転車の安全利用というところは活用推進の大前提だと思っております。 

その中で、交通規制課としては道路管理者と共に、引き続き自転車通行区間の

整備等を検討及び推進していきたいと考えておりますので、よろしくお願いし

ます。 

屋井委員長：ありがとうございました。それでは経済産業省、よろしくお願いします。 

経済産業省：経済産業省でございます。経済産業省の関連では、安心・安全な自転車の普及

を中心に施策を進めているところです。 

着任以降色々な自転車を拝見して実感しておりますのは、多様なニーズにメー

カーの皆さんが寄り添って、例えば電動アシスト自転車もスポーツ用や高齢者

向け、幼児を乗せての送迎や買い物など様々な利用の局面に適した車体デザイ

ンやアシストなどについて各社がご研鑽を続けておられることです。また、自

転車販売店は自転車を組み立てることもできる専門人材であり、自転車への

様々なニーズを日々お客様から受け取りながら、また自転車の安全性能や車種

の特性などをお客様にしっかり伝えていただいています。そういった産業界の

持っている強みが生かされていくような形で安心・安全な自転車の普及がなさ

れていくよう、引き続き次期計画でもしっかり取り組んでいきたいと考えてお

ります。 

屋井委員長：ありがとうございました。それでは環境省、よろしくお願いします。 

環境省  ：環境省デコ活を推進している地球環境局でございます。デコ活においても、エ

コな移動ということで、公共交通機関や EV、自転車も含めてこういった利用を

推進しているところですが、自転車というのは EV に比べても脱炭素、温室効

果ガスを出さないエコな乗り物の筆頭だと思います。デコ活というのは脱炭素

だけでなく、新しい豊かな暮らしを作ることを目指しています。なので、自転

車による健康増進というところも含めて推進していくべきものだと思っており

ます。 

ちょうど明日ですが、２９００の自治体、個人、企業が参加しているデコ活応

援団と呼んでいる官民連携協議会が開催されます。年度で言うと３月にも開催

されるのですが、そういった場を通じて環境省デコ活としても自転車の利用の

推進を呼びかけてまいりたいと思います。以上です。 
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屋井委員長：ありがとうございました。国土交通省の各部局からもよろしいですか。総政局

モビリティサービス推進課、よろしくお願いします。 

国土交通省：国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課でございます。本日はありが

とうございました。 

地方部における人口減少の加速、担い手不足等に伴い交通空白の解消が急務と

なる中で、地域において自転車の活用推進はかなり重要度を増しているという

のを改めて感じたところでありました。一層のデータ活用等を図るなどにより

利便性を向上させながら他の公共交通との連携の深化、地域公共交通計画と自

転車活用推進計画の一体的推進などの取組を、関係省庁と連携して一層推進し

たいと思います。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて、都市局からお願いします。 

国土交通省：都市局街路交通施設課でございます。都市施策、都市交通施策の分野でも最近

特に外出率がどんどん落ちているという現状がありまして、まちに出てもらう、

まちを回遊してもらうということがかなりまちづくり、都市交通施策の中でも

重要だと。そういう交通のツールとして自転車は非常に重要ですので、シェア

サイクルのポート、あるいはモビリティハブの話もありましたが、こういった

ところをまちづくりの中でしっかり進めていきたいと考えています。 

屋井委員長：ありがとうございました。WEB参加の省庁等に行かせていただきます。デジタ

ル庁、よろしくお願いします。 

デジタル庁：デジタル庁国民向けサービスグループでございます。自転車政策の推進のため

には、自転車に乗る人のみならず、自転車メーカー、サービスの提供者、様々な

法人や事業者も関わっていらっしゃるかと思います。私どもは、マイナポータ

ルにつきまして、来年３月に事業者向けのポータルとなる Gビズポータルを公

開する予定でございまして、その中で、事業者が行う様々な行政手続きの負担

も可能な限り減らしていき、自転車政策の推進にも貢献してまいりたいと考え

ております。ありがとうございます。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて内閣府大臣官房企画調整課、よろしくお願い

します。 

内閣府  ：内閣府交通安全対策担当でございます。計画はバランスがよく取れたものと思

います。内閣府交通安全対策担当として関係するのは、目標２の安全と、また

このたびビジョンの指標に取り上げていただいた自転車による死者数です。交

通安全については、現在、内閣府が事務局となり、来年度から始まる５か年の

交通安全基本計画を関係省庁と連携して作成しております。交通事故の削減に

は皆さんとの連携が重要であり、この推進計画の指標をはじめ施策のフォロー

アップについても引き続き関係省庁と連携して参ります。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて金融庁、よろしくお願いします。 

金融庁  ：金融庁監督局保険課でございます。金融庁は、自転車事故による被害者の救済

の観点で、自転車保険の加入促進を進める役割として今回参画をさせていただ

いております。 

ご承知のとおり、地方自治体における自転車保険の加入義務化等を受けて、今

各損害保険会社では自転車保険の普及に向けて様々な商品開発の取組を進めて

いるところです。 

金融庁としましては、こうした損害保険会社を監督する立場から保険会社の取

組を後押ししてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたしま
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す。以上です。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて消費者庁、よろしくお願いします。 

消費者庁 ：消費者庁でございます。消費者庁では、自転車活用に向けて安全な使用につい

ての注意喚起などを定期的に行っておりまして、今後も引き続き消費者が安全

に自転車を利用できるような取組を進めていきたいと考えております。よろし

くお願いいたします。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて総務省、よろしくお願いします。 

総務省  ：総務省大臣官房企画課でございます。総務省は、国際会議や国際的な大会等の

誘致というところの中で自治体の支援等で何か検討ができるかということで参

画をさせていただいております。 

今回愛媛県で開催される Velo-cityのこともあります。引き続き情報提供等で協

力できるところがあればやっていきたいと思っております。以上です。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けてスポーツ庁、よろしくお願いします。 

スポーツ庁：スポーツ庁でございます。今日ご議論があったように、スポーツ庁でも健康長

寿社会に向けて国民のスポーツ実施率を上げていこうということを進めており

ますが、その中でも自転車等日常生活の中で自然にできる運動スポーツは重要

だと思っておりまして、今回の計画の目標にも自転車、通勤・通学を含めて推

進していくという内容が入っております。 

スポーツの方でも、実は５年に１度策定するスポーツ基本計画について、次期

計画をどうするかという議論が始まっていまして、この議論とうまく連携をし

ながら、自転車の推進計画のほうもご協力しながら進めていければと考えてお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて厚生労働省、よろしくお願いします。 

厚生労働省：厚生労働省健康・生活衛生局健康課でございます。当省としましては、今スポ

ーツ庁も仰ったとおり、健康長寿社会の実現に向けた取組をやらせていただい

ております。 

自転車を活用した健康づくりということに関しましては、広報啓発の推進のた

めに、令和６年１月に身体活動運動の増加のための取組の一環として、「健康づ

くりのための身体活動・運動ガイド２０２３」を発出しております。本ガイド

でも、自転車通勤等を活用した身体活動、運動を推奨しているところとなって

おります。このような取組を今後もしっかり進めてまいりたいと思っています

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて農林水産省、よろしくお願いします。 

農林水産省：農林水産省農村振興局でございます。よろしくお願いいたします。 

特に地方においては、道路法上の道路だけではなくて、農道などとも連携して、

安全な自転車通行空間を確保していく必要があると思いますので、引き続き国

土交通省をはじめ、関係省庁の皆さんと連携して取り組んでいきたいと考えて

おります。よろしくお願いいたします。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて林野庁、よろしくお願いします。 

林野庁  ：林野庁でございます。林野庁におきましては、森林空間の利用の促進を図ると

いう観点で、森林浴や森林環境教育を行っており、そういった中で、マウンテ

ンバイクの活用についても地域とともにしっかりと取組を進めてまいりたいと

思っております。そして、地域の活性化につなげたいと考えておりますので、

引き続きよろしくお願いいたします。 



 

18 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて観光庁、よろしくお願いします。 

観光庁  ：観光庁でございます。いつもありがとうございます。 

観光ですが、今外国人観光客が過去最多になるなど、非常に外国からのお客さ

んも多い状況でありますが、一方で、オーバーツーリズムというような言葉も

よく言われるようになりまして、いわゆる定番観光地だけでなく、様々な地方

に分散させていくことが課題であると考えております。 

その中で、様々な魅力でもっと地方に惹きつけていくことが大事だと考えてお

りますが、そういう中で、自転車を活用したツーリズム、自転車ツーリズムと

か自転車での移動というのも非常に重要だと思っていますので、引き続きそう

いった点にも留意して、自転車の観光活用を進めてまいりたいと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いします。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて国土交通省鉄道局、よろしくお願いします。 

国土交通省：国土交通省鉄道局鉄道サービス政策室でございます。本日は発言のお時間をい

ただきましてありがとうございます。 

鉄道局におきましては、交通空白解消の課題の点、自転車の役割、課題という

点におきまして、公共交通機関への自転車の持ち込み促進という点でサイクル

トレイン等の導入促進につきまして、次期計画に盛り込みをさせていただいて

いるところです。この点につきましては、既にサイクルトレインを実施してお

ります先進的な優良事例の発掘をいたしまして、その横展開を事務局と連携し

まして実施をしていきたいと思っております。以上になります。 

屋井委員長：ありがとうございました。続けて物流・自動車局、よろしくお願いします。 

国土交通省：物流・自動車局でございます。本日はご意見等、ありがとうございます。 

我々物流・自動車局におきましては、鉄道局と同じく交通空白解消に向けたサ

イクルバスや、バスへの自転車の持ち込み等でこれまで自転車施策に関して推

進を行ってきたところです。 

今後も引き続き、バス、タクシー等の公共交通と自転車のベストミックスを目

指して自転車活用に取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

屋井委員長：ありがとうございました。以上でよろしいですね。それぞれの関係省庁等の方々

におかれましては、この自転車活用推進計画の策定に向け、大変なご協力・ご

尽力をいただきましてありがとうございます。引き続きよろしくお願いしたい

と思います。もちろん策定後には、その実行に向けて一緒に取り組んでいただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、委員の方にもう１度戻りますが、何かご発言されたいことがあれば

このタイミングでお受けしますが、よろしいですか。ありがとうございました。 

それでは、今日も多少ご意見が出ているのはありますが、今日ここでいただい

た素案の全体についてはこれで良いだろうという委員の方々の総意という意味

では合意を得ているところでありますので、あとは個々のご意見に対して引き

続き検討をしていただくということだと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

それでは、議事（２）今後の進め方について、説明をお願いします。 

事務局  ：ありがとうございます。各省庁の皆様もご発言ありがとうございました。 

今後の進め方ということで、資料２でございます。本日１２月１７日、通算で

４回目、今年度３回目という会議でありまして、今日ご議論いただきましたと
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おり、計画の素案をお示ししたところです。 

年明けにパブリックコメントに移らせていただきたいと思っておりまして、そ

の結果を踏まえて計画の案ということで、次の会議を来年３月頃に開催したい

と思っております。こちらで概ね固めさせていただければありがたいと思って

おり、それを踏まえて、来年度早期に閣議決定の手続に進めさせていただきた

いと考えております。 

屋井委員長：ありがとうございました。ただいまのご説明について何かご意見、ご質問はあ

りますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、今ご説明をいただいたとおりでございまして、来年の３月頃に再び

会議を開催でありますが、その前にパブリックコメントを行うということであ

りました。パブリックコメントにかける計画案への本日いただいたご意見の反

映についてということで、どういうふうに反映していくかについては委員長一

任ということで進めさせていただければと思いますが、よろしいですか。あり

がとうございます。では、そういうことで進めさせていただきます。今日は本

当にご意見もいただいてありがとうございました。 

それでは、以上で議事（２）も終わりますので、議事は全て終了ということで、

司会にマイクを戻させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

３．閉会 

事務局  ：屋井委員長、ありがとうございました。最後に、事務局より自転車活用推進本

部事務局長代理、道路局審議官の富山より閉会のご挨拶を申し上げます。 

富山審議官：それでは、事務局、また道路局を代表してご挨拶を申し上げたいと思います。 

本日は、計画案本体につきまして、しっかり説明をさせていただいたと思って

おります。その中に示していますこれから新たに設定していくビジョン、それ

から目標が５つ、施策が３１、それから指標について、委員の先生方からは概

ねポイントを網羅しつつ、そのとおりの内容になったのではないかというご評

価をいただいたものと思っております。これも委員の先生方、またそれ以外に

も多くの熱心な自転車の関係者の方々からご意見を頂戴してまいりましたし、

今日もご発言いただきました幅広い関係省庁の皆様方のご協力のあってのもの

と思っております。 

今後、計画のパブリックコメント、それから閣議決定に向けまして、今日いた

だいた個々のご意見を踏まえつつ、ブラッシュアップをして臨んでいきたいと

思っております。 

合わせて、色々ご指摘をいただいておりますように、今後この計画の実行に向

けての取組、これをいかに深めていくかというのが重要です。そのためにも、

我々、今日ご意見もいただきましたが、優れた事例であるとか、実際の地域の

状況というのはしっかり見ていかないといけないと思っておりますし、特に道

路局関係で言いますと、ネットワーク計画の策定、あるいは走行環境の整備と

いったこと、これを各地で進めていく上でどのような取組をしていくか。一例

としては手引きあるいはマニュアルといったものの整備もありますし、成功事

例をいかに共有していくかということ。実際の現場ということになりますと、

それぞれ地域における特徴は様々ですし、それぞれの地域において、また関係

者の連携した体制を整えていく、そういった課題もあろうかと思います。様々

課題はありますが、それが具体的に動くように今後とも取り組んでまいりたい
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と思っております。そのためにも、委員の先生方をはじめ、また各有識者から

のご指導、それから関係省庁のご協力、今後とも大変重要となりますので、そ

の点引き続きよろしくお願いいたしますということを申し上げて、閉会のご挨

拶に代えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

事務局  ：富山審議官、ありがとうございました。 

本日の会議の議事概要や議事録につきましては、委員の皆様にご確認、ご了解

をいただいた上で、会議資料とともに後日自転車活用推進本部のホームページ

に公表させていただきます。 

また、先ほど委員長に一任ということをいただきましたが、パブリックコメン

トにかけていく資料ですとかスケジュール等についても固まり次第改めてご連

絡をさせていただきます。 

それでは、本日も多くのご意見をいただきありがとうございました。以上をも

ちまして、令和７年度第３回自転車の活用推進に向けた有識者会議を閉会とさ

せていただきます。本日は大変ありがとうございました。 

 

以上 


